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※ 当資料に含まれるPPSの画⾯レイアウトは予告なく変更される場合があります。 あらかじめご了承ください。

※ 当資料に含まれるParnterWorldサイトへの閲覧にはIBM IDとパスワードが必要な場合があります。

※ PatnerWorldの本社ロケーションのプロファイル管理者（APA) にて申請してくださいますようお願いします。
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更新履歴

2019/7/30 初回版発⾏

2019/9/10 更新版発⾏

• P6  「2. 新契約書への電子合意が必要なケース」、P7 3. 新契約書への電⼦合意が不要なケース」を追加しました。

• P16. 「ディストリビューターの選択」のガイドを修正しました。

• P19. 「10.確認ページ」を修正しました。

2019/10/28 更新版発⾏

• P14  Hardware製品を追加する場合は、Serviceも必ず追加していただくよう、注意事項を追記。

2021/4/21 更新版発⾏

• P7  Hardware「指定ディストリビューター登録申込書」提出不要にて、記載を削除。

• P5 窓口（PPS本社ロケーションのAPAがわからない場合）、P32 お問い合わせ先（PartnerWorld登録について）の変更
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1. はじめに
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1. はじめに

本ガイドの範囲
 「Reseller」のリレーションシップを登録済みのパートナー様の、製品追加の申請手順をご案内します。

申請の前に
 本申請は、PartnerWorldプロファイルシステム(PPS)の本社ロケーションのプロファイル管理者 (APA) *1のみ可能となります。

 追加する製品によって、ディストリビューターを指定する必要があります。ディストリビューターの指定については「3. IBMバリュー・ディス
トリビューター(VAD)の選択」をご確認ください。

ハードウェア契約のみお持ちのパートナー様の場合
 ハードウェア契約のみをお持ちのパートナー様は、登録済みのリレーションシップが「Reseller」ではなく、 「Reseller – Hardware」ま

たは「「Systems Integrator Tier2」となっているため、本ガイドの⼿順とは異なります。詳しくは次項「2.新契約書への電子合意
が必要なケース」をご確認ください。

*1 PPS本社ロケーションのAPAがわからない場合は、以下の窓口までお問い合わせください。

ibmpsdjp@jp.ibm.com (IBMパートナー・サポート・デスク)
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2. 新契約書への電子合意が必要なケース

2019年6月30日までにIBMビジネス・パートナー契約を締結されたパートナー様が、2019年7月1⽇以降に製品追加を申請される場合、以下のケースに
おいて新契約書への電子合意が必要となります。

ソフトウェア(CVR)のパートナー様がハードウェア製品およびサービスを追加する場合
 本ガイドの手順で、「Reseller」で追加申請を⾏います。
 契約書は、既存ソフトウェア製品と追加するハードウェア製品またはサービスの両方を含むものとなり、電子合意後、既存契約書は新契約書に置

き換わります。

ハードウェア(SP)のパートナー様がハードウェア製品、ソフトウェア製品またはサービスを追加する場合
 リレーションシップ「Reseller」を新規申請する必要があります。申請方法は、『IBMビジネス・パートナー契約 (Reseller)PPS申請ガイド<新規申

請>』をご参照ください。（https://www.ibm.com/downloads/cas/4N9YZWGZ)
 「Reseller-Hardware」で承認済みの製品は、「Reseller」申請時に自動的に追加され、新契約書に含まれます。SPの既存契約書は新契約

書に置き換わります。
 「Reseller」の承認完了後、 「Reseller-Hardware」はIBMにて終了処理を⾏います。

ソフトウェア(CVR)とハードウェア(SP) の両方を契約済みのパートナー様がハードウェア製品またはサービスを追加する場合
 本ガイドの手順で、「Reseller」で追加申請を⾏います。追加する製品のほか、 「Reseller-Hardware」で承認済みの製品も必ず追加して申

請してください。（自動的に追加されません。）
 「Reseller-Hardware」 で承認済みの全ての製品が「Reseller」で承認された後、「Reseller-Hardware」はIBMにて終了処理を⾏います。
 SPの既存契約書は新契約書に置き換わります。

ハードウェア(SI)のパートナー様がソフトウェア製品またはサービスを追加する場合
 リレーションシップ「Reseller」を新規申請する必要があります。申請方法は、『IBMビジネス・パートナー契約 (Reseller)PPS申請ガイド<新規申

請>』をご参照ください。（https://www.ibm.com/downloads/cas/4N9YZWGZ)
 「Systems Integrator Tier2」で承認済みの製品については、「Reseller」申請時、チェックを外してください。（チェックを外さなかった場合、該

当製品は否認されます。）
 SIの既存契約書は引き続き有効です。新契約書への統合は⾏いません。
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 IBM Hardware VAD︓
• 株式会社イグアス
• 株式会社ネットワールド
• エヌアイシー・パートナーズ株式会社

「Power Systems」と「Storage」で同じディストリビューター
を選択します。

3. IBMバリュー・ディストリビューター(VAD)の選択

 IBM Software VAD︓
• 株式会社イグアス
• 株式会社ネットワールド
• エヌアイシー・パートナーズ株式会社
• SB C&S株式会社

ソフトウェア製品全てで、1社選択します。Hardwareとは
異なるディストリビューターを選択できます。

注意︓
• VADを選択する製品について、ご注⽂は基本的に選択したディストリビューター様を通して⾏います。(「Software open distribution 

products」の製品のみ指定以外のVADに注文可能です。)
• ディストリビューターの変更は、指定から1年後に可能となります

Hardware、SoftwareでそれぞれIBMバリュー・ディストリビューター(VAD)から、ご注文時のディストリビューターを指定する必要があります。

バリュー・ディストリビューター様ご紹介ページ︓
https://www.ibm.com/jp-ja/partnerworld/resources/vad

※サード・パーティーとしてのみ再販する場合でも、下記ディストリビューターを選択する必要があります。
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2. Reseller 製品追加申請手順
- PPS企業プロファイルでの申請 -
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1. PPS (PartnerWorld Profiling System)への サインイン

下記URLよりアクセスします。
PartnerWorld 企業プロファイルの本社ロケーションのプロファイル管理者(APA)様にてご実施ください。

https://www.ibm.com/partnerworld/partnertools/profiles.wss

※ PPS本社ロケーションのプロファイル管理者（APA）がわからない場合は、以下の窓口までお問い合わせください。

ibmpsdjp@jp.ibm.com (IBMパートナー・サポート・デスク)
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2. PartnerWorld プロファイル

1. 「契約情報」をクリックします。

1
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3. 契約情報
「リレーションシップ/BP契約」をクリックします。（１、２どちらをクリック頂いても結構です）

1

2
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4. リレーションシップ/BP契約の管理

1. 「ビジネス・パートナー契約の
管理」の画⾯で
「Reseller」をクリックします。

注意︓
「リレーションシップ」ボタンはクリッ
クしないでください。

1
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5. 製品の追加

1. 「取引関係を申請」の画面
で 「Add new product」
をクリックします。

1
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6. 製品の選択
1. Platformで、製品種別を選択します。

2. 製品で、希望製品を選択します。

3. 製品を選択するとRelationshipが表示さ
れるので、「Reseller」を選択します。

4. 「Add new product」をクリックします。

注意︓
Hardware製品を追加する場合は、必ず
Serviceも追加してください。
Hardware製品の保守契約の際、必要と
なります。

Service追加申請方法:
1. Platforms で、「Global Technology 

Services」を選択します。

2. 製品を選択します。(※)

3. 製品を選択するとRelationshipが表示さ
れるので、「Reseller」を選択します。

4. 「Add new product」をクリックします。

※Serviceは右の2つの製品があります。⼀度
に2つ選択できませんので、手順を繰り返してく
ださい。

1

2

3

4
Services 製品

• Infrastructure Services

• Technology Support 
Services
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7. ディストリビューターの選択

追加したい製品/Serviceが複数ある場合は、前項に
戻り、再度「Add new product」をクリックして同じ手
順を繰り返します。
他に追加する製品がなければ、 「次へ」をクリックします。

表に選択した製品が表示されます。

Power Systems製品、またはStorage製品を追
加した場合︓

1. Edit をクリックします
2. ディストリビューターを選択します。
3. チェックがついていないことを確認します。
4. チェックがついていないことを確認します。
5. 「Add new product」をクリックします。

Software製品を追加した場合︓

1. Edit をクリックします
2. ディストリビューターを選択します。
3. CVR-Sales/Sales Assistに参加する場合は、

「はい」にチェックします。
4. 「はい」にチェックがついていることを確認します。
5. 「Add new product」をクリックします。

上記以外の製品、またはServiceを追加した場合︓

ディストリビューターを指定しないためEditをクリックする必
要はありません。

注意︓

• 複数の製品/Serviceを追加する場合は、前
項からの手順を繰り返します。

• 製品/Serviceが自動的に追加されることは
ありませんので、繰り返し⼿順を⾏なって

ください。

12

３

5

4

最
後
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8. CVR-Sales/Sales Assistの管理 (Softwareのみ）

1

3

Platformに「Software」を選択した場合のみ、この画
面が表示されます。
CVR-Sales/Sales Assistを申請しない場合は、そのま
ま下にスクロールして「次へ」をクリックします。

CVR-Sales/Sales Assistを申請する場合︓
1. 前項で「CVR-Sales/Sales Assist」の「はい」

にチェックした場合は、このページの「はい」にチェック
が入っていることを確認します。
オープン製品グループの場合は、前項の「CVR-
Sales/Sales Assist」のチェックは表示されない
ので、こちらでチェックします。

2. 画⾯下の報奨⾦⽀払い頻度を「Monthly」、
「Quarterly」、「Weekly」から１つ選択します。

3. 「次へ」をクリックします。

注意︓
• CVR-Sales/Sales Assistを申請する場合、事

前に製品グループごとにセールス認定資格1つ以上、
テクニカル認定資格2つ以上を取得し、PPS企業プ
ロファイルに反映されている必要があります。

2
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9. Additional Documentation
1. 追加でIBMへ提出する必要のある文書があ

れば「Upload」をクリックして、ファイルを指定
します。

2. 画面の一番下までスクロールして「送信をクリッ
クします。

前の申請で添付したファイルが表示されています。

1

2



10.確認ページ
 「確認ページ」が表示されます。お問い合わせ時に必要となりますので、必ず「確認番号」を保管してください。

2019年7月1⽇以降、初めて製品追加申請をする場合、

新しいIBMビジネス・パートナー契約書への電子署名が
必要です。

ご申請者様宛てに、電子署名を依頼するメールが送られま
すので、次項の「IBM eSignatureガイド」を参照し、電子
署名をお願いいたします。

届かない場合は、確認番号をPRTNRQA@jp.ibm.com
までお知らせください。

電⼦署名完了後、または上記以外の場合、本社ロケー

ションのリレーションシップ一次担当者（PRC)様あてに製品
追加の承認メールが送信されます。

※下記の画⾯が表⽰された場合は、⼊⼒必須要件を満たし
ていません。該当ページに戻って修正してください。

18
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3. IBMビジネス・パートナー契約申請手続き
- IBM eSignatureガイド -
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1. IBM eSignatureガイド︓全体図

PSSでのビジネス・パートナー 契約新規申請（全体図①）完了後、ご申請者様は数分以内に以下の2つのメールを受信します。
1. PartnerWorld ContractservicesからのPPS申請が受理されたメール(全体図②)
2. eSigntature at IBMあるいはeSign Liveからの電子署名依頼メール(全体図③)
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2. IBMビジネス・パートナー契約新規申請 受領通知
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3. IBM eSignature による電子署名依頼メール

• 申請者は申請者は申請者は申請者は PPS申請処理の数分後に申請処理の数分後に申請処理の数分後に申請処理の数分後に eSignLive もしくはもしくはもしくはもしくは
eSignature at IBM からのからのからのからの電子署名依頼メールを受信します電子署名依頼メールを受信します電子署名依頼メールを受信します電子署名依頼メールを受信します
（全体図③）。（全体図③）。（全体図③）。（全体図③）。

• １０分以上経過してもメールが届いていない場合は、１０分以上経過してもメールが届いていない場合は、１０分以上経過してもメールが届いていない場合は、１０分以上経過してもメールが届いていない場合は、 “迷惑迷惑迷惑迷惑
フォルダ（スパム・メール）フォルダ（スパム・メール）フォルダ（スパム・メール）フォルダ（スパム・メール）” フォルダを確認してください。フォルダを確認してください。フォルダを確認してください。フォルダを確認してください。

• 「ドキュメントに移動します」をクリックしてください。「ドキュメントに移動します」をクリックしてください。「ドキュメントに移動します」をクリックしてください。「ドキュメントに移動します」をクリックしてください。
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4-1. 電子署名による合意- 「ドキュメントに移動します」のリンク先文書

1.

2.

3. 4.

1. 契約書の契約書の契約書の契約書のPDFファイルをダウンロードします。印刷も可能です。ファイルをダウンロードします。印刷も可能です。ファイルをダウンロードします。印刷も可能です。ファイルをダウンロードします。印刷も可能です。

2. 左下にある左下にある左下にある左下にある①①①①をクリックすると、契約書の署名欄に移動します。をクリックすると、契約書の署名欄に移動します。をクリックすると、契約書の署名欄に移動します。をクリックすると、契約書の署名欄に移動します。
（次頁参照）（次頁参照）（次頁参照）（次頁参照）

3. 署名者を変更する場合は、「署名者を変更」ボタンを使用せず、署名者を変更する場合は、「署名者を変更」ボタンを使用せず、署名者を変更する場合は、「署名者を変更」ボタンを使用せず、署名者を変更する場合は、「署名者を変更」ボタンを使用せず、
署名権限者、氏名、役職名、メールアドレスを署名権限者、氏名、役職名、メールアドレスを署名権限者、氏名、役職名、メールアドレスを署名権限者、氏名、役職名、メールアドレスを
PRTNRQA@jp.ibm.com 宛てにメールにてお知らせください。宛てにメールにてお知らせください。宛てにメールにてお知らせください。宛てにメールにてお知らせください。

4. 「拒否」は、「拒否」は、「拒否」は、「拒否」は、IBMと当契約の同意をしないときのみ使用します。と当契約の同意をしないときのみ使用します。と当契約の同意をしないときのみ使用します。と当契約の同意をしないときのみ使用します。
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4-2. 電子署名による合意- 電子署名箇所

• 付箋が貼ってある箇所が署名欄です。付箋が貼ってある箇所が署名欄です。付箋が貼ってある箇所が署名欄です。付箋が貼ってある箇所が署名欄です。

• 黄色いボックスにカーソルを合わせると「クリックして署名」が表黄色いボックスにカーソルを合わせると「クリックして署名」が表黄色いボックスにカーソルを合わせると「クリックして署名」が表黄色いボックスにカーソルを合わせると「クリックして署名」が表
示されますのでクリックして手書きの署名をします。示されますのでクリックして手書きの署名をします。示されますのでクリックして手書きの署名をします。示されますのでクリックして手書きの署名をします。
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4-3. 電子署名による合意- 電子署名

• 空白欄にマウスや空白欄にマウスや空白欄にマウスや空白欄にマウスやPadを使って署名してください。を使って署名してください。を使って署名してください。を使って署名してください。

• 署名をやり直したい場合は、「クリア」を使います。署名をやり直したい場合は、「クリア」を使います。署名をやり直したい場合は、「クリア」を使います。署名をやり直したい場合は、「クリア」を使います。

• 記載した署名でよろしければ、「記載した署名でよろしければ、「記載した署名でよろしければ、「記載した署名でよろしければ、「OK」をクリック。」をクリック。」をクリック。」をクリック。

• モバイル機器を使って署名する時は、モバイル機器を使って署名する時は、モバイル機器を使って署名する時は、モバイル機器を使って署名する時は、 「お使いの「お使いの「お使いの「お使いの

携帯デバイスで署名」をクリックします。この機能に携帯デバイスで署名」をクリックします。この機能に携帯デバイスで署名」をクリックします。この機能に携帯デバイスで署名」をクリックします。この機能に
よりよりよりより eSignLive もしくはもしくはもしくはもしくは eSignature at IBM からからからから

のメールが署名権限者のアドレスに再送されます。のメールが署名権限者のアドレスに再送されます。のメールが署名権限者のアドレスに再送されます。のメールが署名権限者のアドレスに再送されます。
再送されたメールを他のデバイスから開くことがで再送されたメールを他のデバイスから開くことがで再送されたメールを他のデバイスから開くことがで再送されたメールを他のデバイスから開くことがで
きる場合のみ有効です。別のメールアドレスを指定きる場合のみ有効です。別のメールアドレスを指定きる場合のみ有効です。別のメールアドレスを指定きる場合のみ有効です。別のメールアドレスを指定
することはできません。することはできません。することはできません。することはできません。（（（（P. 9 参照）参照）参照）参照）

• モバイル機器を使わず、そのままモバイル機器を使わず、そのままモバイル機器を使わず、そのままモバイル機器を使わず、そのままPCで署名されたで署名されたで署名されたで署名された
場合は場合は場合は場合は P. 10 へお進みください。へお進みください。へお進みください。へお進みください。
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4-4. 電子署名による合意- （モバイル機器を使用した場合）

• 前頁の「お使いの携帯デバイスで署名」をクリックすると、「説前頁の「お使いの携帯デバイスで署名」をクリックすると、「説前頁の「お使いの携帯デバイスで署名」をクリックすると、「説前頁の「お使いの携帯デバイスで署名」をクリックすると、「説
明のキャプチャ」が表示されます。「モバイルデバイスでの署明のキャプチャ」が表示されます。「モバイルデバイスでの署明のキャプチャ」が表示されます。「モバイルデバイスでの署明のキャプチャ」が表示されます。「モバイルデバイスでの署
名」をクリックします。名」をクリックします。名」をクリックします。名」をクリックします。

• 再再再再送送送送さささされれれれたたたたメメメメーーーールルルルををををモモモモババババイイイイルルルル機機機機器器器器でででで開開開開きききき、、、、電電電電子子子子署署署署名名名名リリリリンンンンククククををををクククク
リックします。署名が完了するまでリックします。署名が完了するまでリックします。署名が完了するまでリックします。署名が完了するまでPCのブラウザは閉じないでのブラウザは閉じないでのブラウザは閉じないでのブラウザは閉じないで
ください。ください。ください。ください。

• ガイダンスの通り署名をしてください。ガイダンスの通り署名をしてください。ガイダンスの通り署名をしてください。ガイダンスの通り署名をしてください。

• PCの画面に戻り、の画面に戻り、の画面に戻り、の画面に戻り、 「私は自分の携帯デバイスに署名しまし「私は自分の携帯デバイスに署名しまし「私は自分の携帯デバイスに署名しまし「私は自分の携帯デバイスに署名しまし
た。」た。」た。」た。」 をクリックします。をクリックします。をクリックします。をクリックします。

Ibm.hakozaki@jp.ibm.com
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4-5. 電子署名による合意- 確認画面

• ブラウザを閉じると確認画面が表示されます。「ブラウザを閉じると確認画面が表示されます。「ブラウザを閉じると確認画面が表示されます。「ブラウザを閉じると確認画面が表示されます。「Ok」」」」
をクリックします。をクリックします。をクリックします。をクリックします。

• 「閉じる」をクリックして署名済みの契約書を確認し「閉じる」をクリックして署名済みの契約書を確認し「閉じる」をクリックして署名済みの契約書を確認し「閉じる」をクリックして署名済みの契約書を確認し
ます。ます。ます。ます。
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4-6. 電子署名による合意- 確認画面

• 「ダウンロード」をクリックすると、契約書「ダウンロード」をクリックすると、契約書「ダウンロード」をクリックすると、契約書「ダウンロード」をクリックすると、契約書
ののののPDFファイルをダウンロードします。ファイルをダウンロードします。ファイルをダウンロードします。ファイルをダウンロードします。

• ダウンロード可能期間は電子署名依頼ダウンロード可能期間は電子署名依頼ダウンロード可能期間は電子署名依頼ダウンロード可能期間は電子署名依頼
メール受領からメール受領からメール受領からメール受領から30日間となります。日間となります。日間となります。日間となります。

• 「「「「Finish」で終了します。」で終了します。」で終了します。」で終了します。

• 電子合意者の氏名と手書きによる署名電子合意者の氏名と手書きによる署名電子合意者の氏名と手書きによる署名電子合意者の氏名と手書きによる署名

• 署名者氏名署名者氏名署名者氏名署名者氏名

• 署名日時署名日時署名日時署名日時

（署名欄サンプル）
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5. 電⼦署名受領通知

後ほど弊社より、承認(認定)通知メールを送付いたします。（次項参照）
弊社側署名および捺印はございません。承認(認定)通知メールをもちまして、ビジネス・パートナー契約の締結完了となります。
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6-1. IBMビジネス・パートナー契約 - 承認(認定)通知 <ハードウェア、サービス>
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6-2. IBMビジネス・パートナー契約 - 承認(認定)通知 <ソフトウェア>

From: Partnerworld Contactservices/Japan/IBM@IBMJP
To: xxxxxxx@xxxxx.co.jp
Date: 201x/xx/xx xx:xx
Subject: <IBM: Channel Value Rewards> リレーションシップ申請: 承認のお知らせ

以下に示す通り、貴社は Channel Value Rewards の IBM ビジネス・パートナー様であると承認されました。本通知はIBMビジネス・パートナー契約書プロファ

イルで規定されている「電子的受諾」の項で定める項 IBM の電子認定確認書であり、貴社のリマーケター番号は xxxxxxxxxxです。ディストリビューター

xxxxxxxxxxへのご注文には必ずリマーケター番号を記載してください。

Channel Value Rewards 用 IBM ビジネス・パートナー契約で参照されている「リレーションシップの詳細」に関する承認は下記のとおりであり、同契約に含ま

れます。

これらの承認は印刷のうえ、契約とともに保管してください。

Channel Value Rewards 用 IBM ビジネス・パートナー契約の契約開始日は [DATE_TODAY] で、契約期間は 2 年です。貴社は、指定した IBM ディストリ

ビューターの承認があれば、契約開始日の翌営業日からそのディストリビューターに発注を開始できます。IBM が書面に特に明記していない限り、契約はさら

に 2 年間、自動的に更新されます。ただし、貴社は契約を更新しないことを書面で IBM に通知することもできます。契約をが更新しない場合には、貴社または

IBM の双方が 3 カ月前に書面でその旨を通知する責任を負います。

貴社には、次の製品グループおよびリマーケター・タイプが認定されています。

xxxxxxxxxxxxxxxx

貴社は、以下のお客様への販売をすることが承認されています。

xxxxxxxxxxxxxxxx

Channel Value Rewards に関する追加情報が IBM のインターネット Web サイト (https://www.ibm.com/partnerworld/page/pw_com_sfw_svp) に掲載され

ています。

PartnerWorld® ID: xxxxxxxx今後とも Channel Value Rewards をお引き立てくださいますようよろしくお願いいたします。
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お問い合わせ先

 PartnerWorld登録について

<IBMパートナー・サポート・デスク > ibmpsdjp@jp.ibm.com

 IBMビジネス・パートナー契約 について

<Partner QA>  PRTNRQA@jp.ibm.com



33


